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区立保育園の運営委託導入に係る事業者の募集について

保育管理課

1対 象 施 設

園 名 所在地 児童定員 既存保育事業

小合保育園 南水元三丁 目3番 5号 122名

0歳児保育

障がい児保育

緊急一時保育

1時間延長保育

ふれあい体験保育

2 公募概要 (案 )

(1)応募の資格

平成 22年 4月 現在において、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県のいずれかで認

可保育園を運営している社会福祉法人

(2)運営委託開始時期

平成 24年 4月 1日

(3)運営委託業務

入所児童等の保育 (入所児童等の生活指導、保健衛生その他の処遇に関すること)

や給食の提供のほか、既存の保育事業に加えて、新規保育サービスとして、 2時間延

長保育、産体明け保育、休日保育や病後児保育を実施する。

(4)引継ぎ業務等

入所児童への負担を抑え円滑な移行を確保するために、平成 23年 4月 から1年間

の引継ぎ期間を設け、人材の確保・育成のほか、ワ1継ぎ業務を委託する。

(5)運営委託業務遂行にあたつての基本的事項

委託業務遂行にあたつては、児童福祉法t葛飾区保育所の設置等に関する条例及び

その他関係法令を遵守すること。また、東京都福祉サービス第二者評価の受審や保護

者アンケー トを行 うとともに、運営委託後の一定期間、保護者、葛飾区、運営事業者

の三者による意見交換会を実施すること。



(6)審査項目の基本的な考え方

① 児童福社の理念に沿つて、子どもたちの健全育成及び子育て支援に取り組んでい

る事業者であること。

② 子どもたち一人ひとりの育ちを支え、子どもたちを中心とした保育を行っている

こと。

③ 安定的な保育を継続するための職員配置及び職員が意欲を持って働ける取組みが

確保されていること。

④ 保護者との信頼関係を築き、連携・協力を確保するための取組みがなされている

こと。

⑤ 保育園を運営するための財政基盤が安定していること。

⑥ 小合保育園の長所を的確に引き継ぎ、認可保育園として安定的かつ継続的な保育

を行うこと。

3 事業者の選定

事業者選定にあたっては、保育園の運営に精通した学識経験者及び当該園の職員を含

む選定委員会を設置し、審査項目に沿つて、提案内容や実績の審査・確認を行 う。

4 今後の予定

(1)募集要領の発表

① 予 定 時 期      平成 22年 7月 下旬～8月 上旬頃

② 周 知 方 法

応募対象事業者向けに案内通知を送付するとともに、区ホームページに掲載する。

(2)応募書の提出締め切 り   平成 22年 8月 下旬～9月 上旬頃

(3)提案書類の提出締め切り  平成 22年 9月 下旬～ 10月 上旬頃

(4)運営委託候補事業者の決定 平成 22年 12月 上旬～中旬頃


